
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
及
び
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案

参
照
条
文

〇

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
及
び
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
六
月
十
五
日
法
律
第
六
十
五
号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

（
略
）

二

第
一
条
中
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
の
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
二
十
三
条
の
二
十
一
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
十
三
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
二

十
三
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
章
第
二
節
の
二
中
第
二
十
三
条
の
二
十
一
を
第
二
十
三
条
の
二
十
三
と
し
、
第

二
十
三
条
の
二
十
を
第
二
十
三
条
の
二
十
二
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
三
条
の
十
九
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
一
と
し
、
同
法
第
二
十

三
条
の
十
六
か
ら
第
二
十
三
条
の
十
八
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
三
条
の
十
五
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
二
十
三

条
の
十
七
と
し
、
同
法
第
二
十
三
条
の
十
四
を
同
法
第
二
十
三
条
の
十
六
と
し
、
同
法
第
二
十
三
条
の
十
三
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
八
十
六

条
の
三
か
ら
第
九
十
条
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
指
定
紛
争
処
理
機
関
に
係
属
し
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
第
二
十
三
条

の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
紛
争
処
理
に
関
し
当
該
紛
争
処
理
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
請
求
に
つ
い
て
の
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
損
害
賠
償
保
障

法
（
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
新
自
賠
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
十
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
時
に
、
当
該
紛
争

処
理
の
申
請
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。


